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衆
議
院
議
員
青
山
大
人
君
提
出
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
一
体
化
し
た
健
康
保
険
証
の
制
度
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
誤
登
録
」
に
つ
い
て
、
医
療
保
険
者
か
ら
被
保
険
者
等
本
人
の
も
の
と
異
な
る
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お

け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五

項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
「
医
療
保
険
者
等
向
け
中
間
サ
ー
バ
ー
等
」
（
以
下
「
中
間
サ
ー
バ

ー
」
と
い
う
。
）
に
登
録
さ
れ
た
事
案
（
以
下
「
誤
登
録
の
事
案
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
医
療
保
険
者
か
ら
の
報
告

に
基
づ
い
て
そ
の
内
容
を
把
握
し
、
各
誤
登
録
の
事
案
の
「
誤
登
録
の
生
じ
た
原
因
」
等
を
踏
ま
え
て
、
必
要
な
対
策
を
講

じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

具
体
的
に
は
、
被
保
険
者
の
資
格
取
得
届
等
に
個
人
番
号
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
医
療
保
険
者
が
、
地
方
公
共

団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
へ
の
照
会
を
行
う
際
、
誤
っ
て
当
該
被
保
険
者
等
本
人
の
も
の
と
は
異
な
る
個
人
番
号
を
取
得

し
、
中
間
サ
ー
バ
ー
に
登
録
し
た
こ
と
が
、
「
誤
登
録
の
生
じ
た
原
因
」
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し

た
誤
登
録
の
事
案
の
新
た
な
発
生
を
防
ぐ
た
め
、
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
等
を
改



 

２ 

 

正
し
、
被
保
険
者
の
資
格
取
得
届
等
に
お
け
る
個
人
番
号
の
記
載
義
務
の
明
確
化
等
を
行
う
と
と
も
に
、
医
療
保
険
者
が
誤

っ
た
デ
ー
タ
を
登
録
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
医
療
保
険
者
が
個
人
番
号
を
登
録
す
る
際
の
基
本
的
な
留
意
事
項
を
定
め
た

通
知
を
改
正
し
た
。
ま
た
、
既
に
中
間
サ
ー
バ
ー
に
登
録
済
み
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て
も
、
全
医
療
保
険
者
に
お
い
て
点
検
作

業
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム
を
運
用
す
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
及
び
国
民
健
康

保
険
中
央
会
に
お
い
て
も
、
登
録
済
み
デ
ー
タ
全
体
の
確
認
を
行
い
、
誤
り
の
疑
い
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
被
保
険
者
等
本

人
へ
の
確
認
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 

 
 

こ
う
し
た
取
組
に
よ
り
、
現
在
、
正
確
な
デ
ー
タ
の
登
録
の
徹
底
を
図
り
、
誤
登
録
の
事
案
の
再
発
防
止
等
に
取
り
組
ん

で
い
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
よ
う
な
「
防
止
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
「
策
定
」
や
「
令
和
六
年
秋
と
さ
れ
て
い
る
・
・

・
当
初
の
目
標
」
に
「
固
執
」
し
な
い
「
期
限
設
定
」
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
が
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
と
健
康
保
険

証
の
一
体
化
（
以
下
「
一
体
化
」
と
い
う
。
）
の
メ
リ
ッ
ト
を
着
実
に
実
現
で
き
る
よ
う
、
令
和
六
年
秋
に
予
定
さ
れ
て
い

る
健
康
保
険
証
の
廃
止
に
向
け
て
、
環
境
を
整
備
し
て
ま
い
り
た
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

介
護
施
設
等
に
お
け
る
入
所
者
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
管
理
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
健
康
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保
険
証
の
一
体
化
に
関
す
る
検
討
会
」
の
「
中
間
と
り
ま
と
め
」
を
踏
ま
え
、
現
在
、
関
係
団
体
の
意
見
も
聴
き
な
が
ら
検

討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

一
体
化
に
つ
い
て
は
、
健
康
情
報
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
な
方
を
含
め
、
患
者
は
本
人
の
健
康
や
医
療
に
関
す
る
デ
ー

タ
に
基
づ
い
た
よ
り
適
切
な
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
な
ど
、
様
々
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
令
和

六
年
秋
に
健
康
保
険
証
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
健
康
保
険
証
の
廃
止
等
を
内
容
と
す
る
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和

三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
等
の
改
正
を
含
む
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
八
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
が
、
令
和
五

年
六
月
二
日
に
成
立
し
、
同
月
九
日
に
公
布
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

現
行
の
健
康
保
険
証
に
つ
い
て
は
、
改
正
法
の
施
行
日
か
ら
、
最
大
一
年
間
有
効
と
す
る
経
過
措
置
を
設
け
て
い
る
ほ

か
、
一
体
化
に
当
た
っ
て
は
、
高
齢
者
の
方
々
に
も
よ
り
適
切
な
医
療
を
受
け
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
介
護
施
設
等
や
支
援

団
体
等
に
協
力
い
た
だ
け
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
関
係
府
省
で
連
携
し
つ
つ
、
当
該
体

制
の
整
備
に
向
け
た
検
討
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
、
御
指
摘
の
よ
う
な
「
思
い
切
っ
た
運
用
改
善
」
を
行
う
こ
と
は
考
え
て



 

４ 

 

い
な
い
が
、
介
護
施
設
等
の
現
場
の
実
態
に
応
じ
た
対
応
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
き
め
細
か
な
対
応
を
行
っ
て
ま
い
り
た

い
。 


